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Compared to the current ingredient of global materials in small companies in Japan 

日本中小企業における「グローバル人材」の現状比較・分析研究 

 

大阪経済大学 王相宜 

 

1. はじめに 

 日本では，少子高齢化社会の到来に伴い，中小企業

における人材不足が深刻化している。図１「国立社会

保障・人口問題研究所の将来推計（出生中位・死亡中

位推計）」によると、総人口は 2030 年には 1億 1,662

万人、2060 年には 8,674 万人（2010 年人口の 32.3%

減）にまで減少すると見込まれており、生産年齢人口

は 2030 年には 6,773 万人、2060 年には 4,418 万人

（同 45.9%減）にまで減少すると見込まれている。 

現在、中小企業の 60.6%が人手不足の状況であるとい

われており、その割合は増加し続けていて、この 2年

間で５%ずつ上昇してきた。中小企業の人手不足は顕

著である。ところが、労働力の中核には 15 歳～64 歳

の人口層である生産年齢人口は1995年から減り続け、

2000年～2015年の15年の間に1030万人も減少して

いるのである。総務省の推計によると、この先 5 年

間ごとに200～300万の生産年齢人口が減少と見込ま

れており、人材不足は業種・企業規模に関係なく起こ

り得ると明らかになった。もう 1 つ気になる点は、

大学卒業者の 92%が就職という就職率の高さにあり

ながら、人材不足となっている現状である。 

 

図 1 日本の人口の推移 

 

資料出所：2015 年までは総務省「国勢調査」（年齢不詳人口を除く）、2020 年以降

は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」

（出生中位・死亡中位推計）から作成 

  

また、中小企業の外国人労働者採用の現状は、2019

年 10 月で外国人労働者数は 1,460,461 人。前年同期

比で 181,793 人（14.2％）を増加した。その増加し

た要因は、①日本政府が推進している高度外国人材

や留学生の受入れが進んでいること。②雇用情勢の

改善が着実に進み、「永住者」や「日本人の配偶者」

等の身分に基づく在留資格の方々の就労が進んでい

ること。③技能実習制度の活用により技能実習生の

受入れが進んでいること等が背景にあると考えられ

る 1。外国人労働者が急増してきた背景には、深刻な

人手不足を明らかにしている。 

 一方、現在の日本中小企業はグローバル化が展開

し、グローバル人材の獲得・活用をめぐる国際的競争

がますます激しくなってきている。激化のグローバ

ル競争の背景にして、日本の中小企業が外国人労働

者を専門技術・高学歴人材として、積極的に採用する

ようになってきた。 

上記の点を背景として、日本中小企業の海外展開の

ために、外国人留学生・グローバル人材の現状を考察

し、日本の「グローバル人材」政策を分析し、日本の

グローバル人材の問題点を明らかにする。 

研究の方法として、①グローバル人材の意味と分

析、②先行研究の検討（日本における人材の獲得・活

用、中小企業の現状について）、③総務省『グローバ

ル人材育成の政策評価書』を概観する。 

 

2. グローバル人材の意味 

 グローバル人材の定義はさまざまだが、優れた能

力を持つ個人は世界中どうでも働くことが可能であ

り、国境や国籍に縛られることなく自由に移動する

人材はグローバルエリートや高度人材と呼ばれる 2。 

 総務省（2017）は次のように定義している ：「日

本人としてのアイデンティティや日本の文化に対す

る深い理解を前提として、豊かな語学力・コミュニケ

ーション能力、主体性・積極性、異文化理解の精神等

を身に付けて様々な分野で活躍できる人材」。具体的

に、事業形態や企業規模によってもグローバル人材

の要件は異なるが、その中でも、求められる人物像に

はいくつかの共通項がある。主な 5 つの要素が示さ
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れた。 

（1）語学力 

母国語が英語でない国同士においても、英語による

商談が主流となっている。英語はグローバルビジネ

スにおいて必須のコミュニケーションツールと言え

る。英語での商談ができるだけではなく、英文ビジネ

スレターや契約書についての知識も求められる。 

（2）コミュニケーション能力 

日本人同士であれば婉曲な言い回しでも分かり合

えるバックグラウンドがありますが、異文化を持つ

相手にはそうはいかない。外国人とコミュニケーシ

ョンをとる際に、自分の言いたいことを細部にいた

るまで正確に表現する必要がある。 

（3）主体性、積極性、チャレンジ精神 

未知の世界や居心地の悪い環境に身を置かれても、

「面白そうだ」「やってみよう」と前向きな気持ちで

チャレンジする姿勢が求められる。また、最後までや

り抜くタフネスさも必要である。 

（4）自分で考え行動し、課題を解決しようとする力 

異文化におけるビジネスでは、不測の事態に遭遇す

ることも珍しくない。そのような厳しい環境下にお

いても冷静対応できるように、綿密な情報収集をし

て事前にリスクに備えるとともに、普段から多角的

な視点を持って行動する必要がある。 

（5）異文化に対する理解と日本人としてのアイデン

ティティ 

異文化への理解とは、単に相手の文化を認識するだ

けでは足りない。いわゆる「ダイバーシティ」のこと

で、相手の文化に配慮したり適切な振る舞いをした

りする姿勢が求められる。また、異文化理解と同じく

らい大切なのが、日本人としてのアイデンティティ

を持つことである。激しさを増すグローバル競争の

中、他国には真似できない日本人ならではの視点で

製品やサービスを差別化することが、グローバルビ

ジネス成功への鍵となる。 

 

3. 日本における「グローバル人材」の政策 

3.1 政策の制定背景 

 平成 29 年７月、総務省は「グローバル人材育成の

推進に関する政策評価」を行った。「グローバル人材

育成の推進に関する政策」は日本の少子高齢化・人口

減少による国内市場の縮小や国際競争の激化等を背

景に、第 2 期教育振興基本計画（平成 25 年度～29 年

度）において、「グローバル人材 3の育成」が目標の

一つとして掲げられ、そのための具体的施策として、

外国語教育の強化、双方向の留学生交流の推進、大学

等の国際化などを設定する。これらの目標・施策に関

しては、英語力や留学生数などを用いた成果指標を

設定した。  

具体的政策評価では、①各成果指標の達成状況を分

析したほか、施策の効果を把握するため、②グローバ

ル人材の主要な需要者である海外進出企業 980 社に

対し調査を行い、実際のグローバル人材の確保状況

等を把握するとともに、③その育成の場である大学、

中学・高校等における取 組状況を調査し、今後の政

策の推進における課題等を把握・検証を明らかにし

た。 

  

3.2 政策評価の結果及び勧告 

総務省『グローバル人材育成の推進に関する政策

評価』の具体的政策評価では、①各成果指標の達成状

況を分析したほか、施策の効果を把握するため、②グ

ローバル人材の主要な需要者である海外進出企業

980 社に対し調査を行い、実際のグローバル人材の確

保状況等を把握するとともに、③その育成の場であ

る大学、中学・高校等における取組状況を調査し、今

後の政策の推進における課題等を把握・検証を明ら

かにした。 

主にグローバル人材育成に関する施策として、①

英語をはじめとする外国語教育の強化、②高校生・大

学生等の留学生交流・国際交流の推進、③高校・大学

等の国際化のための取組の支援、④国際的な高等教

育の質保証の体制や基盤の強化になる。また、グロー

バル人材育成に関する施策に関する事業の予算額は、

①英語をはじめとする外国語教育の強化が8.3億円、

②高校生・大学生等の留学生交流・国際交流の推進が

350.6 億円、③高校・大学等の国際化のための取組へ

の支援が100.0億円となっている。2016年度は458.8

億円となっている。 

 

4. 先行研究の検討 

4.1 日本における人材の採用･活用について研究 

 守屋（2017）は、優秀な日本人のみならず外国人

留学生をはじめて優秀な外国人材を獲得するため

に、どのようにすれば、採用・雇用・キャリア開

発・定着化をはかることができるかについて研究し

た。その研究の中で元留学生から日本の中小企業に

就職した外国人材のヒアリング調査を通して、外国

人留学生をはじめとして優秀な外国人材を獲得する

ために、採用について分析した。 
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 その結果、①日本企業に好イメージを有しながら

就職を強く希望しない留学生に対して、日本の中小

企業に就職するメリットや日本の中小企業へのイメ

ージの向上をはかることが重要である。②中小企業

の人材採用戦略における大きな強みは経営者の顔が

見え、直接、当初から接することができることにあ

る。③日本の給与水準（収入）が高い。 

 遠原（2013）は、日本で多くの中小企業は、依然

として留学生の採用は停滞気味である。労働人口の

減少によって、不足するグローバル人材の確保が難

しくなることで、留学生に着目することが必要とな

る。また、すでに留学生を採用している中小企業で

も、彼らのキャリア観と強い帰国願望をよく踏まえ

ないことによって、戦力として十分に活用しきれて

いないケースは多いようである。 

  上記のような先行研究によって解明された外国

人労働者の不足と採用を巡る問題と課題を踏まえな

がら、就職を強く希望しない留学生に対して日本企

業で就職する原因に示された。 

 

4.2 日本における中小企業人材の現状  

 中小企業庁の「中小企業白書 2018 年版」では、

中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機構「中小企

業景況調査」を用いて従業員数過不足 DIの推移を

確認した。図 2に見ると、2019 年からマイナス方向

に転じ、2013 年以降、従業員が不足になった。特

に、サービス業と建設業といった業種において人数

不足が顕著に表れている。 

 つまり，業種分野を問わずすべての企業にとって

長年の課題である人材不足が深刻化しているのであ

る。これは日本の人口が一貫して減少し続けてい

き，限られた労働力人口から人材を採用していくこ

と自体がより難しくなっていくことから，さらに悪

化していくといえる。 

 

図 2 業種別従業員数過不足 DIの推移 

 

資料出所:中小企業、中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機構「中小企業景況調

査」 

4.3 中小企業における外国人労働者の採用現状 

 日本政府は、深刻な人手不足を背景に、就労を目

的とする新たな在留資格を設け、外国人労働者の受

入れを拡大しようとしている。図 3、4による、国

籍別では中国が全体の 37 万人と 3割を占めトップ

だ。働く業種は製造業から小売り、飲食までと幅広

い。技能実習生が多い 24 万人のベトナム、15 万人

のフィリピン、12 万人のブラジルと続く。5年前と

比べると、ベトナムが 9倍と伸び率が最も大きい。 

図 3 国籍別の状況 

 

資料出所:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】（平成 30 年 10 月

末現在）から作成 

図 4 在留資格別の状況 

 

資料出所:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】（平成 30 年 10 月

末現在）から作成 

 また、総務省（2017）『グローバル人材育成の推

進に関する政策評価』の政策評価（図 5）で、「グ

ローバル人材」に当てはまる新卒採用者数の変化

（10 年間）は、2019 年 10 月まで外国人労働者数は

約 146 万人、前年同期比で約 1.81 万人（14.2％）
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増加した。図 6による、海外事業に必要な人材の確

保状況は「どちらかといえば不足」、「不足」で

70.5%（690 社）となっている。このような外国人労

働者が急増してきた背景には、深刻な人手不足が明

らかである。 

図 5「グローバル人材」に当てはまる新卒採用者数

の変化（最近 10 年間） 

 

資料出所:（総務省『グローバル人材育成の推進に関する政策評価』の政策評価から

作成 

図 6 海外事業に必要な人材の確保状況 

 

資料出所:（総務省『グローバル人材育成の推進に関する政策評価』の政策評価から

作成 

5. 考察と今後の課題 

 これまでの検討において、日本の中小企業ではグ

ローバル人材が不足している現状が明らかになっ

た。一方、外国人労働者が中小企業への就職意識が

強くなっている。また、中小企業は外国人労働者に

対して、グローバル人材の採用・育成の観点から

様々な対応を実施していく必要があることも明白で

あろう。 

 今後の課題として、中小企業のグローバル人材育

成・活用についての実証的な研究に取り組み、外国

人材採用後の中小企業において、外国人労働者に対

して、どのような人材マネジメント手法が企業の人

材を育成するのかについて深掘りしたい。具体的に

は、外国人労働者に対する就活情報の提供のあり方

を検討する。また、外国人採用における必要な情報

と人材採用活動を詳しく検証し、外国人労働者の採

用・活用に向けたシステムを研究したい。 

 

―――注――― 

注 1）厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】（平

成 30 年 10 月末現在） 

注 2）松下奈美子、「「グローバル人材」をめぐる政策と現状

『明石書店』p74、2015 年 6月 5日 

注 3）グローバル人材とは、同計画において、「日本人として

のアイデンティティや日本の文化に対する深い理解を

前提として、豊かな語学力・コミュニケーション能力、

主体性・ 積極性、異文化理解の精神等を身に付けて様々

な分野で活躍できる人材」と定義する。 
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